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Ⅱ 牛等の成長促進 肥育 剤として使用される性ホルモン( )

１ 天然型ホルモンの特徴

17-現在、成長促進（肥育）の目的で米国等で使用されている天然型性ホルモンは、

βエストラジオール、プロゲステロン、テストステロンの3種である。これら性ホルモンは、牛等の

性腺で産生される内因性物質で、たんぱく質合成の促進作用がある。このことから、米国、カナ

ダ、オーストラリア等においては成長促進や肉質の改善のため、ホルモン剤として投与されてい

る。

投与は、通常、錠剤等を子牛の耳に埋め込むことで行われ、ホルモン残余物が食肉に残らな

いよう、筋肉等への接種は禁止されている。

２ 食品中含有量の把握

成長促進剤として承認されている天然型性ホルモンはなく、使用実態もな我が国においては

これら性ホルモンは 牛等の内因性物質であることから 食肉 牛乳及びそれい。但し、 、 、 、

らの加工品に広く含有している。

平成１１年の厚生科学研究によれば 食肉中の性ホルモン濃度 特に エストラジオ、 （ 、

ールとプロゲステロン は性周期に連動して変化することが推測された また 成長促） 。 、

進剤として性ホルモンが投与されている米国等からの輸入牛のエストラジオール濃度は

平均値では国産牛の約３倍であったが 濃度範囲に意味のある差はなかった また 外、 。 、

国産牛については性比、出産あるいは去勢の有無の区別はできておらず、輸入牛が高値

を示した原因がホルモン剤の使用によるものかは特定されていない。

、また、食品安全委員会が昨年度行った牛乳、粉乳中の性ホルモン含有量の調査では

国産と外国産のエストラジオールやプロゲステロンの濃度に大きな差は認められていな

い。

３ ヒトへの影響に関する知見

。天然型性ホルモンについては食品からの摂取以外に医薬品としても用いられている

1000疫学調査によれば 閉経後ホルモン補充療法 投与量は 食品からの推定暴露量の、 （ 、

倍以上 として エストロゲン単独またはプロゲステロン アンドロゲンを組合せて服。） 、 、

用した女性に、乳癌、子宮内膜癌の頻度増加が示唆されている。

国際がん研究機関 IARC は エストラジオール及びテストステロンはヒトに対して（ ） 、

恐らく発がん性がある（２Ａ 、プロゲステロンはヒトに対して発がんの可能性がある）

（２Ｂ）として分類している。

ただし、食肉に残留するホルモン濃度で人に発がんが起きるとの報告はない。



４ 対策の状況

（1）法規制の現状

国内では、JECFA（FAO/WHO合同食品添加物専門家会議）の評価やCODEX(FAO/WHO合同食

品規格委員会)の決定を踏まえ、最大残留基準（MRL）の設定は不要としている。

JECFAにおいては、3物質ともにADIが設定されているが、MRLの設定については、JE

CFA、CODEXともに不要としている。

一方、EUにおいてはこれらのADIの設定はできないとして、ホルモンの使用、使用さ

れた食肉の輸入共に禁止している。

（2）対策技術の動向

簡易測定法として酵素免疫測定法(ELISA) 精密測定法として高速液体クロマトグラ、

フ（HPLC）やラジオイムノアッセイ（RIA）があるが、RIAが感度がよいとされている。

残留量のモニタリングであれば 高速液体クロマトグラフ／質量分析(HPLC-MS)等でも、

十分である。

５ 評価の方向等

（1）評価の視点

評価の視点としては これら物質にADIを設定することの要否 可否についての検討、 、

がある。

（2）評価着手のための環境

国際機関による評価書 JECFA、EU、米、英、豪 及び畜産品中の含有量調査結果等( )

ある程度のデータの入手は可能である なお EUの評価は進行中であり 最終的結論。 、 、

は出されていない。



（参考１）

国際機関及び外国政府機関による対応状況

１ ＪＥＣＦＡ／ＣＯＤＥＸ

ＪＥＣＦＡにおいてＡＤＩ設定済み。ＭＲＬは設定の必要なしとされている。

ＣＯＤＥＸにおいても天然型ホルモン３種に対してはＭＲＬの設定は不要であると

している。

２ ＦＤＡ

ＦＤＡにおいては 天然型のホルモンについては生理学的レベルの範囲内にある限、

り消費者に対するリスクは無視できるとして、ＡＤＩは設定していない。

ただし 生理学的レベルの範囲をベースとし それに加算するものとして 一定量、 、 、

を規定し、その合計量を超える残留を認めていない。

３ オーストラリア

オーストラリアでは天然型のホルモンについてはADI及びMRLの設定は不要としてい

る。

４ ＥＵ

エストラジオールについてＡＤＩが設定できないとして使用を禁止し その他のも、

のについては不明な点が多いとして同じく成長促進 肥育 目的の使用を禁止している。( )



（参考２）

① βエストラジオール17-

18 24 2分 子 式 ：C H O

272.39分 子 量 ：

融 点 ： ～ ℃173 179

最も強力なエストロゲンで、生体内ではテストステロンから合成される。

哺乳動物の卵巣からの分泌は排卵直前にピークが見られ、排卵後に

は急速に低下する。男性や閉経後の女性では、末梢でアンドロゲンか

らのアロマターゼにより変換される。投与形態としては安息香酸エスト(

)ラジオールが主体

②プロゲステロン

21 30 2分 子 式 ：C H O

314.46分 子 量 ：

128 133 ( )融 点 ： ～ ℃ α体

120 122 ( )～ ℃ β体

唯一の天然型ゲスターゲン。アンドロゲン、エストロゲンの生合成中間

体でもある。卵巣、精巣、副腎、胎盤のいずれからも生成し得る。生体

内濃度は妊娠中に最も高くなる。

③テストステロン

19 28 2分 子 式 ：C H O

288.43分 子 量 ：

常温における性状 ：白色の結晶又は結晶性の粉末

融 点 ： ℃155

精巣から分泌される代表的なアンドロゲン。副腎、卵巣においても少

量ながら合成される。








